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平成28年度　
  第16回・子育てサポーター養成講座受講生募集
　 地域ぐるみの子育て支援活動に、自らの子育て体験を生かしたいという意志を持つ方が、
実践活動（子育てサポーター活動や子育てサロンスタッフなど）を推進するための知識と技量を
高める研修講座です。また、行田市ファミリー・サポート・センターの会員としての資質を磨
く機会となっていますので、ぜひご応募ください。

▶対　　象　 子育てサポーターまたは子育てサロンスタッフとしての基礎知識を学び、広く地域社会に貢献
したいと願う、子ども好きで健康な方

▶募集人数　100人（平成27年度以前の修了者の再受講も可、年齢・性別は問いません）
▶受 講 料　無料
▶主　　催　行田市教育委員会、行田市社会福祉協議会、NPO法人子育てネット行田
▶共　　催　埼玉県家庭教育振興協議会
▶申し込み　 ひとつくり支援課、社会福祉協議会、NPO法人子育てネット行田事務局で配布している所定の

申込書に必要事項を記入の上、5月17日㈫（必着）までに持参、郵送、FAXのいずれかの方法で
申し込みください。

　　　　　　・ひとつくり支援課【郵送】〒361‒0052 行田市本丸2‒20 【FAX】556‒0770
　　　　　　・ 社会福祉協議会【郵送】〒361‒0002 行田市酒巻1737‒1 【FAX】557‒5411
　　　　　　・ NPO法人子育てネット行田事務局【郵送】〒361‒0032 行田市佐間1‒13‒1　【FAX】

556‒7765
▶問い合わせ　同課生涯学習担当☎556‒8319、同協議会☎557‒5400、同事務局☎556‒7765

日　　時 場　　所 内　　容 講　　師

5月24日㈫
午前10時～11時45分

中央公民館
第1学習室

（「みらい」内）

・開講式
・開講記念講演
 「今日的社会事情と子育て支援」

関根正昌さん
（埼玉新聞社取締役編集局長）

5月31日㈫
午後2時～3時30分

・講義
 「『食』について―子育てサポーター
　として知っておきたいこと」

川島治さん
（行田中央総合病院院長）

6月7日㈫
午前10時～11時30分

・講義　
 「乳幼児と音楽」

志村洋子さん
（埼玉大学名誉教授） 

6月14日㈫
午前10時～11時30分 「行田グリーン

アリーナ」
2階研修室

・講義、実技
 「子どもの発達とリズムあそび」

星永さん
（前埼玉県立大学教授）

6月21日㈫
午前10時～11時30分

・講義、実技　
 「子どもの救急対応」 行田市消防署職員

6月28日㈫
午前10時～11時30分

｢みらい｣
文化ホール

・公開講座
 「ミュージカル”かえるのぼうけん”」 がらがらどん

7月5日㈫
午前10時～正午

中央公民館
第1学習室

（「みらい」内）

・講義
「子育て応援訪問について学んでおき
　たいこと」
・交流会
・閉講式（修了証授与）

行田市保健センター
職員

　教育研修センターでは、4月から早期療育
事業「ステップ」教室を新たに開設しました。
専門的な知識を持つ支援員が、発達が気に
なるお子さんの個別療育や家族への支援を
行います。発達や子育てでお悩みのことが
ありましたら、まずは電話でご相談くださ
い。

▶相談電話番号　556―6458
▶ 受付時間　午前8時30分～午後5時（土･
日曜日、祝日を除く）

▶ 対　　象　就学前（年長）から小学1年生
程度までの子どもやその保護者

▶ 問い合わせ　教育研修センター早期療育担当
　☎556―6458

　学童保育室は、放課後の時間帯に保護者が就労などで不
在となる家庭のお子さんを預かる施設です。
　このたび、保護者の学童保育室のニーズに対応するため、
南小学校校舎内に新たな学童保育室を開室しました。この
新たな学童保育室の開室により、市内の学童保育室は公設・
民設含めて15室となります。

▶名　　称　南第一学童保育室
▶住　　所　佐間1－25－4　南小学校校舎内
▶開室時間　【学校授業日】放課後～午後7時
　【長期休業日など】午前7時30分～午後7時
▶定　　員　40人
▶学 区 域　原則として南小学校区のお子さん
▶そ の 他　
　・ 現在の南学童保育室は「南第二学童保育室」へ名称を変

更します。なお、電話番号などに変更はありません。
　・ 原則として南第一学童保育室は低学年、南第二学童保

育室は中・高学年のお子さんを中心に受け入れを行い
ます。

　・入室については、子ども未来課へ問い合わせください
　　（申請書類の締切日は入室月の前月15日です）。
▶問い合わせ　同課子ども未来担当（内線262）

お子さんの発達の悩みを
ご相談ください

南小学校校舎内に「南第一学童保育室」
がオープンしました

　建築物の外壁は、年数が経過すると老朽化し、ひ
び割れや浮き上がり、腐食などが発生します。その
まま放置すると、外壁の落下により思わぬ事故を引
き起こす恐れがあります。また、屋外広告物は、雨風、
強い日差しなどの厳しい環境にさらされるため、表
面上はきれいな看板に見えても、内部で腐食が進み、
落下や倒壊する恐れがあります。
　建築物や屋外広告物の所有者ならびに管理者の方
は、日頃から外壁のひび割れ、老朽化、さびや破損、
部品の有無、照明装置などを点検し、適切な処置を
行うことで、安全管理を徹底してください。

▶ 問い合わせ　建築開発課建築指導担当☎550―
1551または管理課管理担当☎550―1552

建築物・屋外広告物などの
安全点検の実施をお願いします

　「市報ぎょうだ」3月号でお知らせした年金生活者
等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）の申請方法につ
いて詳細が決まりました。期限を過ぎると申請がで
きなくなりますので、必ず申請してください。

▶受付期間　4月5日㈫～ 8月1日㈪
　※ 8月1日までに申請書を提出しない場合は、給

付金を受けられませんのでご注意ください。
▶ 申請書について　3月下旬に、支給対象と思われ
る方に給付金申請に関する書類を郵送しました。
同封の申請書に必要事項を記入し、添付書類を添
えて、福祉課に持参もしくは返信用封筒で郵送し
てください。
▶ 問い合わせ　給付金制度については、厚生労働省専
用ダイヤル☎0570―037―192、申請方法につ
いては同課臨時福
祉給付金担当（内線
458）

年金生活者等支援
臨時福祉給付金（高齢者向け）の

申請を忘れずに


